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第１表 令和元年度石川県中小企業近代化資金貸付金特別会計歳入歳出補正予算

歳 入 �印 減

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

２ 貸付金元利収入 ２８４，９７０� ４４，５６９ ２４０，４０１

１ 貸 付 金 元 利 収 入 ２８４，９７０� ４４，５６９ ２４０，４０１

３ 繰 越 金 ２３０，２１３� １９，３９６ ２１０，８１７

１ 繰 越 金 ２３０，２１３� １９，３９６ ２１０，８１７

４ 諸 収 入 ２，０００ １７，１４１ １９，１４１

１ 雑 入 ２，０００ １７，１４１ １９，１４１

歳 入 合 計 ５１８，２０３� ４６，８２４ ４７１，３７９

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１ 商 工 労 働 費 ５１８，２０３� ４６，８２４ ４７１，３７９

１ 中 小 企 業 近 代 化
促 進 費 ５１８，２０３� ４６，８２４ ４７１，３７９

歳 出 合 計 ５１８，２０３� ４６，８２４ ４７１，３７９
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議案第５８号

令和元年度石川県就農支援資金特別会計補正予算（第１号）

令和元年度の石川県就農支援資金特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

１ 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７０，７８６千円を追加し、歳入歳出それぞれ７５，４４５千円と

する。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 令和元年度石川県就農支援資金特別会計歳入歳出補正予算」による。

令和２年３月５日提出

石川県知事 谷 本 正 憲
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第１表 令和元年度石川県就農支援資金特別会計歳入歳出補正予算

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

２ 貸付金元利収入 ４，０３０ １２，２７１ １６，３０１

１ 貸 付 金 元 利 収 入 ４，０３０ １２，２７１ １６，３０１

４ 繰 越 金 － ５８，５１５ ５８，５１５

１ 繰 越 金 － ５８，５１５ ５８，５１５

歳 入 合 計 ４，６５９ ７０，７８６ ７５，４４５

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１ 農林水産業費 ４，６５９ ７０，７８６ ７５，４４５

１ 就 農 支 援 資 金 費 ４，６５９ ７０，７８６ ７５，４４５

歳 出 合 計 ４，６５９ ７０，７８６ ７５，４４５
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議案第５９号

令和元年度石川県林業改善資金特別会計補正予算（第１号）

令和元年度の石川県林業改善資金特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

１ 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７６，３３３千円を減額し、歳入歳出それぞれ１３１千円と

する。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 令和元年度石川県林業改善資金特別会計歳入歳出補正予算」による。

令和２年３月５日提出

石川県知事 谷 本 正 憲
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第１表 令和元年度石川県林業改善資金特別会計歳入歳出補正予算

歳 入 �印 減

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１ 繰 入 金 １，４６３� １，３３３ １３０

１ 繰 入 金 １，４６３� １，３３３ １３０

２ 貸付金元利収入 ６，２４５� ６，２４５ －

１ 貸 付 金 元 利 収 入 ６，２４５� ６，２４５ －

３ 繰 越 金 ６８，７５３� ６８，７５３ －

１ 繰 越 金 ６８，７５３� ６８，７５３ －

４ 諸 収 入 ３� ２ １

１ 雑 入 ３� ２ １

歳 入 合 計 ７６，４６４� ７６，３３３ １３１

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１ 農林水産業費 ７６，４６３� ７６，３３３ １３０

１ 林 業 改 善 資 金 費 ７６，４６３� ７６，３３３ １３０

歳 出 合 計 ７６，４６４� ７６，３３３ １３１
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議案第６０号

令和元年度石川県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算
（第１号）

令和元年度の石川県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

１ 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７９，９３７千円を減額し、歳入歳出それぞれ１，０９０千円

とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 令和元年度石川県沿岸漁業改善資金特別会計歳入歳出補正予算」による。

令和２年３月５日提出

石川県知事 谷 本 正 憲
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第１表 令和元年度石川県沿岸漁業改善資金特別会計歳入歳出補正予算

歳 入 �印 減

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１ 繰 入 金 １，０２６� ９３６ ９０

１ 繰 入 金 １，０２６� ９３６ ９０

２ 貸付金元利収入 １６，３６１� １６，３６１ －

１ 貸 付 金 元 利 収 入 １６，３６１� １６，３６１ －

３ 繰 越 金 ６３，６３９� ６２，６３９ １，０００

１ 繰 越 金 ６３，６３９� ６２，６３９ １，０００

４ 諸 収 入 １� １ －

１ 雑 入 １� １ －

歳 入 合 計 ８１，０２７� ７９，９３７ １，０９０

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１ 農林水産業費 ８１，０２６� ７９，９３６ １，０９０

１ 沿岸漁業改善資金費 ８１，０２６� ７９，９３６ １，０９０

２ 予 備 費 １� １ －

１ 予 備 費 １� １ －

歳 出 合 計 ８１，０２７� ７９，９３７ １，０９０
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議案第６１号

令和元年度石川県公営競馬特別会計補正予算（第２号）

令和元年度の石川県公営競馬特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，４９６，７８３千円を追加し、歳入歳出それぞれ

１９，０２０，７１９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 令和元年度石川県公営競馬特別会計歳入歳出補正予算」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用

することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。

令和２年３月５日提出

石川県知事 谷 本 正 憲
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第１表 令和元年度石川県公営競馬特別会計歳入歳出補正予算

歳 入 �印 減

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１ 収益事業収入 １５，６５９，５３３ ２，４１２，２３９ １８，０７１，７７２

１ 収 益 事 業 収 入 １５，６５９，５３３ ２，４１２，２３９ １８，０７１，７７２

２ 使 用 料 及 び
手 数 料 ４，７００� ５７ ４，６４３

１ 手 数 料 ４，７００� ５７ ４，６４３

３ 財 産 収 入 ７２，１７１ ３８，７０７ １１０，８７８

１ 財 産 運 用 収 入 ７２，１６７ ３８，７０７ １１０，８７４

４ 繰 入 金 １，５０７� ９７０ ５３７

１ 繰 入 金 １，５０７� ９７０ ５３７

５ 繰 越 金 １ ７０，５６２ ７０，５６３

１ 繰 越 金 １ ７０，５６２ ７０，５６３

６ 諸 収 入 ７８６，０２４� ２３，６９８ ７６２，３２６

１ 雑 入 ７８６，０２４� ２３，６９８ ７６２，３２６

歳 入 合 計 １６，５２３，９３６ ２，４９６，７８３ １９，０２０，７１９
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１ 公 営 競 馬 費 １６，５２３，９３６ ２，４９６，７８３ １９，０２０，７１９

１ 公 営 競 馬 費 １６，５２１，５１１ ２，４９７，９０８ １９，０１９，４１９

２ 公 債 費 ２，４２５� １，１２５ １，３００

歳 出 合 計 １６，５２３，９３６ ２，４９６，７８３ １９，０２０，７１９
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第２表 繰 越 明 許 費

款 項 事 業 名 金 額

１ 公 営 競 馬 費 ３３０，０００

１ 公 営 競 馬 費 ３３０，０００

施 設 整 備 費 ３３０，０００

合 計 ３３０，０００

千円
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議案第６２号

令和元年度石川県港湾整備特別会計補正予算（第２号）

令和元年度の石川県港湾整備特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２４，９５０千円を減額し、歳入歳出それぞれ

１，８３１，８２４千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 令和元年度石川県港湾整備特別会計歳入歳出補正予算」による。

（地方債の補正）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債

の変更は、「第２表 地方債補正」による。

（繰越明許費）

第３条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、

「第３表 繰越明許費」による。

令和２年３月５日提出

石川県知事 谷 本 正 憲
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第１表 令和元年度石川県港湾整備特別会計歳入歳出補正予算

歳 入 �印 減

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１ 使 用 料 及 び
手 数 料 ３３５，２５２� ８８，２５７ ２４６，９９５

１ 使 用 料 ３３５，２５２� ８８，２５７ ２４６，９９５

２ 繰 入 金 １２８，７０２ ３７，３８４ １６６，０８６

１ 繰 入 金 １２８，７０２ ３７，３８４ １６６，０８６

３ 諸 収 入 １４４，８２０ １１，１６１ １５５，９８１

１ 雑 入 １４４，８２０ １１，１６１ １５５，９８１

４ 県 債 １，２４１，０００� １，０００ １，２４０，０００

１ 県 債 １，２４１，０００� １，０００ １，２４０，０００

６ 繰 越 金 － １５，７６２ １５，７６２

１ 繰 越 金 － １５，７６２ １５，７６２

歳 入 合 計 １，８５６，７７４� ２４，９５０ １，８３１，８２４

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１ 港湾整備事業費 １，８５６，７７４� ２４，９５０ １，８３１，８２４

１ 管 理 費 ２２６，９１５� ２０，７１５ ２０６，２００

２ 整 備 費 ２９５，０００� １，０００ ２９４，０００

３ 公 債 費 １，３３４，８５９� ３，２３５ １，３３１，６２４

歳 出 合 計 １，８５６，７７４� ２４，９５０ １，８３１，８２４
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率
見
直
し
方

式
で
借
り
入

れ
る
資
金
に

つ
い
て
、利

率
の
見
直
し

を
行
っ
た
後

に
お
い
て
は
、

当
該
見
直
し

後
の
利
率
）

借
入
先
の
融
通
条
件
に
よ

る
。た
だ
し
、県
財
政
そ
の
他

の
都
合
に
よ
り
、
据
置
期
間

及
び
償
還
期
限
を
短
縮
し
、

若
し
く
は
繰
上
償
還
又
は
借

換
え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
，２
４０
，０
００
普
通
貸
借
又

は
証
券
発
行

８
．５
％
以
内

（
た
だ
し
、利

率
見
直
し
方

式
で
借
り
入

れ
る
資
金
に

つ
い
て
、利

率
の
見
直
し

を
行
っ
た
後

に
お
い
て
は
、

当
該
見
直
し

後
の
利
率
）

借
入
先
の
融
通
条
件
に
よ

る
。た
だ
し
、県
財
政
そ
の
他

の
都
合
に
よ
り
、
据
置
期
間

及
び
償
還
期
限
を
短
縮
し
、

若
し
く
は
繰
上
償
還
又
は
借

換
え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

計
１
，２
４１
，０
００

１
，２
４０
，０
００

千
円

千
円



議
案
第
六
十
二
号

令
和
元
年
度
石
川
県
港
湾
整
備
特
別
会
計
補
正
予
算

（４６）

第３表 繰 越 明 許 費

款 項 事 業 名 金 額

１ 港湾整備事業費 ７２，０００

２ 整 備 費 ７２，０００

整 備 費 ７２，０００

合 計 ７２，０００

千円



議
案
第
六
十
三
号

令
和
元
年
度
石
川
県
流
域
下
水
道
特
別
会
計
補
正
予
算

（４７）

議案第６３号

令和元年度石川県流域下水道特別会計補正予算（第２号）

令和元年度の石川県流域下水道特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５４，４０５千円を減額し、歳入歳出それぞれ

３，２５４，７７３千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 令和元年度石川県流域下水道特別会計歳入歳出補正予算」による。

（地方債の補正）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債

の変更は、「第２表 地方債補正」による。

（繰越明許費）

第３条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、

「第３表 繰越明許費」による。

令和２年３月５日提出

石川県知事 谷 本 正 憲



議
案
第
六
十
三
号

令
和
元
年
度
石
川
県
流
域
下
水
道
特
別
会
計
補
正
予
算

（４８）

第１表 令和元年度石川県流域下水道特別会計歳入歳出補正予算

歳 入 �印 減

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１ 分 担 金 及 び
負 担 金 １，８７８，６４３ ３，５２２ １，８８２，１６５

１ 負 担 金 １，８７８，６４３ ３，５２２ １，８８２，１６５

２ 使 用 料 及 び
手 数 料 ４１ ７ ４８

１ 使 用 料 ４１ ７ ４８

３ 国 庫 支 出 金 ６０６，１８４� ２１，４３４ ５８４，７５０

１ 国 庫 補 助 金 ６０６，１８４� ２１，４３４ ５８４，７５０

５ 繰 入 金 ３８３，８５４� ７，０３６ ３７６，８１８

１ 繰 入 金 ３８３，８５４� ７，０３６ ３７６，８１８

６ 繰 越 金 ３ ８０４ ８０７

１ 繰 越 金 ３ ８０４ ８０７

７ 諸 収 入 １４４，３７４� ２６８ １４４，１０６

１ 雑 入 １４４，３７４� ２６８ １４４，１０６

８ 県 債 ２９６，０００� ３０，０００ ２６６，０００

１ 県 債 ２９６，０００� ３０，０００ ２６６，０００

歳 入 合 計 ３，３０９，１７８� ５４，４０５ ３，２５４，７７３



議
案
第
六
十
三
号

令
和
元
年
度
石
川
県
流
域
下
水
道
特
別
会
計
補
正
予
算

（４９）

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１ 流 域 下 水 道
事 業 費 ３，３０９，１７８� ５４，４０５ ３，２５４，７７３

１ 建 設 費 １，０８３，７７４� ５０，３３８ １，０３３，４３６

２ 管 理 費 １，４６４，４９４� １２４ １，４６４，３７０

３ 公 債 費 ７６０，９１０� ３，９４３ ７５６，９６７

歳 出 合 計 ３，３０９，１７８� ５４，４０５ ３，２５４，７７３



議
案
第
六
十
三
号

令
和
元
年
度
石
川
県
流
域
下
水
道
特
別
会
計
補
正
予
算

（５０）

第
２
表

地
方
債
補
正

起
債

の
目

的
補

正
前

補
正

後
限
度

額
起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

限
度

額
起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

流
域
下
水
道
事
業
費

２９
６
，０
００
普
通
貸
借
又

は
証
券
発
行

８
．５
％
以
内

（
た
だ
し
、利

率
見
直
し
方

式
で
借
り
入

れ
る
資
金
に

つ
い
て
、利

率
の
見
直
し

を
行
っ
た
後

に
お
い
て
は
、

当
該
見
直
し

後
の
利
率
）

借
入
先
の
融
通
条
件
に
よ

る
。た
だ
し
、県
財
政
そ
の
他

の
都
合
に
よ
り
、
据
置
期
間

及
び
償
還
期
限
を
短
縮
し
、

若
し
く
は
繰
上
償
還
又
は
借

換
え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２６
６
，０
００
普
通
貸
借
又

は
証
券
発
行

８
．５
％
以
内

（
た
だ
し
、利

率
見
直
し
方

式
で
借
り
入

れ
る
資
金
に

つ
い
て
、利

率
の
見
直
し

を
行
っ
た
後

に
お
い
て
は
、

当
該
見
直
し

後
の
利
率
）

借
入
先
の
融
通
条
件
に
よ

る
。た
だ
し
、県
財
政
そ
の
他

の
都
合
に
よ
り
、
据
置
期
間

及
び
償
還
期
限
を
短
縮
し
、

若
し
く
は
繰
上
償
還
又
は
借

換
え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

計
２９
６
，０
００

２６
６
，０
００

千
円

千
円



議
案
第
六
十
三
号

令
和
元
年
度
石
川
県
流
域
下
水
道
特
別
会
計
補
正
予
算

（５１）

第３表 繰 越 明 許 費

款 項 事 業 名 金 額

１ 流 域 下 水 道
事 業 費 １，７２２，３６２

１ 建 設 費 １，７２２，３６２

梯 川 処 理 区 建 設 費 ５２６，２１５

大 聖 寺 川 処 理 区 建 設 費 ５５７，３５７

犀 川 処 理 区 建 設 費 ６３８，７９０

合 計 １，７２２，３６２

千円



議
案
第
六
十
三
号

令
和
元
年
度
石
川
県
流
域
下
水
道
特
別
会
計
補
正
予
算

（５２）



議
案
第
六
十
四
号

令
和
元
年
度
石
川
県
育
英
資
金
特
別
会
計
補
正
予
算

（５３）

議案第６４号

令和元年度石川県育英資金特別会計補正予算（第１号）

令和元年度の石川県育英資金特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

１ 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９３，４６９千円を減額し、歳入歳出それぞれ２４７，５９０千円

とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 令和元年度石川県育英資金特別会計歳入歳出補正予算」による。

令和２年３月５日提出

石川県知事 谷 本 正 憲



議
案
第
六
十
四
号

令
和
元
年
度
石
川
県
育
英
資
金
特
別
会
計
補
正
予
算

（５４）

第１表 令和元年度石川県育英資金特別会計歳入歳出補正予算

歳 入 �印 減

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

２ 繰 入 金 １７，２７１� ７００ １６，５７１

１ 繰 入 金 １７，２７１� ７００ １６，５７１

３ 貸付金元利収入 ２９９，９２４� ９０，８０１ ２０９，１２３

１ 貸 付 金 元 利 収 入 ２９９，９２４� ９０，８０１ ２０９，１２３

６ 諸 収 入 １２，６９６� １，９６８ １０，７２８

１ 雑 入 １２，６９６� １，９６８ １０，７２８

歳 入 合 計 ３４１，０５９� ９３，４６９ ２４７，５９０

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１ 教 育 費 ３４１，０５９� ９３，４６９ ２４７，５９０

１ 育 英 資 金 費 ３４１，０５９� ９３，４６９ ２４７，５９０

歳 出 合 計 ３４１，０５９� ９３，４６９ ２４７，５９０



議
案
第
六
十
五
号

令
和
元
年
度
石
川
県
公
債
管
理
特
別
会
計
補
正
予
算

（５５）

議案第６５号

令和元年度石川県公債管理特別会計補正予算（第１号）

令和元年度の石川県公債管理特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５８８，２６５千円を減額し、歳入歳出それぞれ

２１０，２９８，５１７千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 令和元年度石川県公債管理特別会計歳入歳出補正予算」による。

（地方債の補正）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債

の変更は、「第２表 地方債補正」による。

令和２年３月５日提出

石川県知事 谷 本 正 憲



議
案
第
六
十
五
号

令
和
元
年
度
石
川
県
公
債
管
理
特
別
会
計
補
正
予
算

（５６）

第１表 令和元年度石川県公債管理特別会計歳入歳出補正予算

歳 入 �印 減

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１ 繰 入 金 ９３，６２８，７８２� ２，５８８，２６５ ９１，０４０，５１７

１ 繰 入 金 ９３，６２８，７８２� ２，５８８，２６５ ９１，０４０，５１７

２ 県 債 １１７，２５８，０００ ２，０００，０００ １１９，２５８，０００

１ 県 債 １１７，２５８，０００ ２，０００，０００ １１９，２５８，０００

歳 入 合 計 ２１０，８８６，７８２� ５８８，２６５ ２１０，２９８，５１７

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１ 公 債 費 ２１０，８８６，７８２� ５８８，２６５ ２１０，２９８，５１７

１ 公 債 費 ２１０，８８６，７８２� ５８８，２６５ ２１０，２９８，５１７

歳 出 合 計 ２１０，８８６，７８２� ５８８，２６５ ２１０，２９８，５１７



議
案
第
六
十
五
号

令
和
元
年
度
石
川
県
公
債
管
理
特
別
会
計
補
正
予
算

（５７）

第
２
表

地
方
債
補
正

起
債

の
目

的
補

正
前

補
正

後
限
度

額
起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

限
度

額
起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

公
債

費
１１
７
，２
５８
，０
００
普
通
貸
借
又

は
証
券
発
行

８
．５
％
以
内

（
た
だ
し
、利

率
見
直
し
方

式
で
借
り
入

れ
る
資
金
に

つ
い
て
、利

率
の
見
直
し

を
行
っ
た
後

に
お
い
て
は
、

当
該
見
直
し

後
の
利
率
）

借
入
先
の
融
通
条
件
に
よ

る
。た
だ
し
、県
財
政
そ
の
他

の
都
合
に
よ
り
、
据
置
期
間

及
び
償
還
期
限
を
短
縮
し
、

若
し
く
は
繰
上
償
還
又
は
借

換
え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１１
９
，２
５８
，０
００
普
通
貸
借
又

は
証
券
発
行

８
．５
％
以
内

（
た
だ
し
、利

率
見
直
し
方

式
で
借
り
入

れ
る
資
金
に

つ
い
て
、利

率
の
見
直
し

を
行
っ
た
後

に
お
い
て
は
、

当
該
見
直
し

後
の
利
率
）

借
入
先
の
融
通
条
件
に
よ

る
。た
だ
し
、県
財
政
そ
の
他

の
都
合
に
よ
り
、
据
置
期
間

及
び
償
還
期
限
を
短
縮
し
、

若
し
く
は
繰
上
償
還
又
は
借

換
え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

計
１１
７
，２
５８
，０
００

１１
９
，２
５８
，０
００

千
円

千
円



議
案
第
六
十
五
号

令
和
元
年
度
石
川
県
公
債
管
理
特
別
会
計
補
正
予
算

（５８）



議
案
第
六
十
六
号

令
和
元
年
度
石
川
県
立
中
央
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算

（５９）

議案第６６号

令和元年度石川県立中央病院事業会計補正予算（第２号）

（総則）

第１条 令和元年度の石川県立中央病院事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 令和元年度石川県立中央病院事業会計予算（以下「予算」という。）第２条中�、�及び�

を次のとおり補正する。

� 年間延患者数

区 分 既決予定数 補正予定数 計

入 院 患 者 １７３，００１人 � １，３９４人 １７１，６０７人

外 来 患 者 ２７１，２２６人 � ４，９５６人 ２６６，２７０人

� １日平均患者数

区 分 既決予定数 補正予定数 計

入 院 患 者 ４７４人 � ５人 ４６９人

外 来 患 者 １，１１２人 � ３人 １，１０９人

� 主要な建設改良事業

区 分 既決予定額 補正予定額 計

医療器械等購入費 ５９４，７８５千円 �１１２，６９８千円 ４８２，０８７千円

新 病 院 整 備 費 １，８８３，５００千円 � ３８，５１３千円 １，８４４，９８７千円

（収益的収入及び支出）

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 病 院 事 業 収 益 ２３，５７２，８４２千円 ７３７，１０５千円 ２４，３０９，９４７千円

第１項 医 業 収 益 ２１，４１７，３５６千円 ７５５，２０３千円 ２２，１７２，５５９千円

第２項 医 業 外 収 益 ２，１５５，４６６千円 � １８，０９８千円 ２，１３７，３６８千円

支 出

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 病 院 事 業 費 用 ２３，６６３，１４８千円 ６５１，９３７千円 ２４，３１５，０８５千円

第１項 医 業 費 用 ２３，２８１，６５７千円 １４５，８２８千円 ２３，４２７，４８５千円

第２項 医 業 外 費 用 ３８１，４７１千円 ４９９，９４１千円 ８８１，４１２千円

第３項 特 別 損 失 ２０千円 ６，１６８千円 ６，１８８千円
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（資本的収入及び支出）

第４条 予算第４条本文括弧書中「１，６５９，６５１千円」を「１，６３４，２７２千円」に、「１，６５２，７０６千円」を

「１，６２８，８６３千円」に、「６，９４５千円」を「５，４０９千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次

のとおり補正する。

収 入

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 資 本 的 収 入 ４，１１３，８２９千円 �１８８，５２８千円 ３，９２５，３０１千円

第１項 企 業 債 ２，４５８，０００千円 �１７７，０００千円 ２，２８１，０００千円

第２項 他 会 計 負 担 金 １，６５５，８１９千円 � ２７，２４８千円 １，６２８，５７１千円

第３項 固定資産売却代金 １０千円 １５，７２０千円 １５，７３０千円

支 出

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 資 本 的 支 出 ５，７７３，４８０千円 �２１３，９０７千円 ５，５５９，５７３千円

第１項 病 院 建 設 改 良 費 ２，４７８，２８５千円 �１５１，２１１千円 ２，３２７，０７４千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ３，２９５，１９５千円 � ６２，６９６千円 ３，２３２，４９９千円

（企業債）

第５条 予算第６条の表中「５７５，０００」を「４３７，０００」に、「１，８８３，０００」を「１，８４４，０００」に改める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条 予算第８条中「９，８５５，１０４千円」を「９，６７２，０４４千円」に改める。

（他会計からの補助金）

第７条 予算第９条中「２１４，４５１千円」を「１７８，７７８千円」に改める。

（たな卸資産購入限度額）

第８条 予算第１０条中「８，１７７，０９７千円」を「８，９１１，４７４千円」に改める。

令和２年３月５日提出

石川県知事 谷 本 正 憲
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議案第６７号

令和元年度石川県立高松病院事業会計補正予算（第２号）

（総則）

第１条 令和元年度の石川県立高松病院事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 令和元年度石川県立高松病院事業会計予算（以下「予算」という。）第２条中�、�及び�

を次のとおり補正する。

� 年間延患者数

区 分 既決予定数 補正予定数 計

入 院 患 者 １２２，５５２人 ３，６１５人 １２６，１６７人

外 来 患 者 ２７，３９０人 ４８人 ２７，４３８人

� １日平均患者数

区 分 既決予定数 補正予定数 計

入 院 患 者 ３３６人 １０人 ３４６人

� 主要な建設改良事業

区 分 既決予定額 補正予定額 計

管理診療棟整備費 ７５１，０００千円 � ５，９１２千円 ７４５，０８８千円

昇 降 機 更 新 費 ５０，０００千円 � ３７，０３１千円 １２，９６９千円

（収益的収入及び支出）

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 病 院 事 業 収 益 ３，３９６，２７７千円 ７０，７２９千円 ３，４６７，００６千円

第１項 医 業 収 益 ２，２８７，７５９千円 ４４，０６１千円 ２，３３１，８２０千円

第２項 医 業 外 収 益 １，１０８，５０８千円 ２６，６６８千円 １，１３５，１７６千円

支 出

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 病 院 事 業 費 用 ３，３５３，７２８千円 ２３，２７８千円 ３，３７７，００６千円

第１項 医 業 費 用 ３，２９７，３４４千円 １８，１１７千円 ３，３１５，４６１千円

第２項 医 業 外 費 用 ５５，７９４千円 ４，３４２千円 ６０，１３６千円

第３項 特 別 損 失 ５９０千円 ８１９千円 １，４０９千円
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（資本的収入及び支出）

第４条 予算第４条本文括弧書中「１２９，０８８千円」を「１２９，９０５千円」に、「１２７，６１０千円」を「１２８，５０５

千円」に、「１，４７８千円」を「１，４００千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補

正する。

収 入

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 資 本 的 収 入 ９４３，６９６千円 � ４４，０４０千円 ８９９，６５６千円

第１項 企 業 債 ８０７，０００千円 � ４４，０００千円 ７６３，０００千円

第２項 他 会 計 負 担 金 １３６，６８６千円 � ４０千円 １３６，６４６千円

支 出

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 資 本 的 支 出 １，０７２，７８４千円 � ４３，２２３千円 １，０２９，５６１千円

第１項 病 院 建 設 改 良 費 ８１３，５８０千円 � ４２，９４３千円 ７７０，６３７千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ２５９，２０４千円 � ２８０千円 ２５８，９２４千円

（企業債）

第５条 予算第６条の表中「８０１，０００」を「７５７，０００」に改める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条 予算第８条中「２，３５０，４０５千円」を「２，３４１，３７３千円」に改める。

（他会計からの補助金）

第７条 予算第９条中「４５，５３２千円」を「３９，８７３千円」に改める。

（たな卸資産購入限度額）

第８条 予算第１０条中「３６４，９０１千円」を「３９５，１９０千円」に改める。

令和２年３月５日提出

石川県知事 谷 本 正 憲
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議案第６８号

令和元年度石川県港湾土地造成事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 令和元年度の石川県港湾土地造成事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 令和元年度石川県港湾土地造成事業会計予算（以下「予算」という。）第２条中�及び�

を次のとおり補正する。

� 土 地 売 却

地 区 名 既決予定量 補正予定量 計

大 田 工 業 用 地 １，０００� � １，０００� －

� 土 地 貸 付

地 区 名 既決予定量 補正予定量 計

大 浜 用 地 ４９� ６，６６０� ６，７０９�

大 田 工 業 用 地 ３，８００� ３８８� ４，１８８�

湊町都市再開発用地 ３，４０９� ８７５� ４，２８４�

（収益的収入及び支出）

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 港湾土地造成事業収益 １３，３６７千円 � ９，５８６千円 ３，７８１千円

第１項 営 業 収 益 １０，０００千円 � １０，０００千円 －

第２項 営 業 外 収 益 ３，３６７千円 ４１４千円 ３，７８１千円

支 出

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 港湾土地造成事業費用 ９，９００千円 � ７，５３４千円 ２，３６６千円

第１項 営 業 費 用 ９，８９０千円 � ７，５３４千円 ２，３５６千円

令和２年３月５日提出

石川県知事 谷 本 正 憲
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議案第６９号

令和元年度石川県水道用水供給事業会計補正予算（第２号）

（総則）

第１条 令和元年度の石川県水道用水供給事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

（業務の予定量）

第２条 令和元年度石川県水道用水供給事業会計予算（以下「予算」という。）第２条中�及び�を

次のとおり補正する。

区 分 既決予定量 補正予定量 計

� 年間有収水量 ５３，４０５，３４０� ３１３，７５８� ５３，７１９，０９８�

区 分 既決予定額 補正予定額 計

� 主要な建設改良事業

固 定 資 産 改 良 費 ８３５，４０５千円 � ８８，１１２千円 ７４７，２９３千円

（収益的収入及び支出）

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 水道用水供給事業収益 ６，０６０，９３０千円 ３８，９１８千円 ６，０９９，８４８千円

第１項 営 業 収 益 ５，７５４，２６４千円 ３２，４８７千円 ５，７８６，７５１千円

第２項 営 業 外 収 益 ３０６，６６６千円 ６，４３１千円 ３１３，０９７千円

支 出

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 水道用水供給事業費用 ５，４８９，３３３千円 ３７４，３７６千円 ５，８６３，７０９千円

第１項 営 業 費 用 ５，３１１，４５０千円 ４１７，９４１千円 ５，７２９，３９１千円

第２項 営 業 外 費 用 １７７，８８３千円 � ４３，５６５千円 １３４，３１８千円

（資本的収入及び支出）

第４条 予算第４条本文括弧書中「３，９１３，１３２千円」を「３，７０６，５４２千円」に、「３，６７３，５４７千円及び」

を「３，３３７，９１５千円、」に、「２３９，５８５千円」を「２３５，９３９千円及び減債積立金１３２，６８８千円」に改め、

資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 資 本 的 支 出 ５，９３３，１３２千円 �２０６，５９０千円 ５，７２６，５４２千円
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第１項 建 設 改 良 費 ２，６１１，４０５千円 � ８８，１１２千円 ２，５２３，２９３千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ３，２５５，７２７千円 �１１８，４７８千円 ３，１３７，２４９千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第５条 予算第９条中「４８７，５８１千円」を「４６８，４１８千円」に改める。

令和２年３月５日提出

石川県知事 谷 本 正 憲


